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独立行政法人日本原子力研究開発機構法案に対する附帯決議 

（平成１６年１１月２５日 参議院文教科学委員会） 

 

 政府及び関係者は、原子力行政及び原子力の研究開発利用を行うに当たって、原子力基本法

に定める平和の目的、安全の確保及び民主・自主・公開の基本方針に徹することにより、国民の

信頼を確保し、人類社会の福祉向上に資する姿勢の重要性を、改めて確認するとともに、設立さ

れる独立行政法人日本原子力研究開発機構に関し、次の事項について特段の配慮をすべきで

ある。 

一 独立行政法人日本原子力研究開発機構への移行に当たっては、自律的・効率的に運営を行

うという独立行政法人制度の趣旨を踏まえつつ、原子力研究開発利用に係る安全の確保に万

全を期すること。 

二 独立行政法人日本原子力研究開発機構における研究開発が適切かつ十分に行われ、我が

国の国策として進められてきた原子力施策の立案・実施に資するよう、必要な措置を講ずるこ

と。特に、中期目標及び中期計画の作成及び認可に際しては、原子力委員会の策定する長期

計画及び原子力安全委員会の策定する原子力の安全確保に関する基本政策との整合性の

確保を図り、機構の施設の廃止措置等を含め、国の責務において我が国の原子力施策が総

合的、計画的かつ安定的に進められるよう努めること。 

三 業績評価等を行うに当たっては、独立行政法人日本原子力研究開発機構の行う研究開発の

特性を踏まえ、適切な評価が実施されるよう十分配慮するとともに、その評価体制・手法につ

いて継続的に見直し、改善を行うこと。 

四 独立行政法人日本原子力研究開発機構の運営に当たっては、透明性の確保に留意し、情

報公開の徹底に努めること。その際、研究開発の成果の公開のための適切な基準を作成する

とともに、役職員の守秘義務が濫用されたりすることのないよう十分配慮すること。また、機構

自ら外部の関係者や有識者等の意見や評価を聴取し、尊重する仕組みについても検討するこ

と。 

五 理事長の選任においては、原子力に関する分野に造詣の深い適切な人材を広く内外から起

用するよう十分配慮すること。その他の役員の選任についても同様とすること。なお、主務大

臣が原子力委員会の意見と異なる判断をせざるを得ない場合には、その合理的な理由につい

て原子力委員会に対して説明責任を果たすこと。 

六 独立行政法人日本原子力研究開発機構は、多岐にわたる原子力に関する研究開発の均衡

ないし重点化を適正に図り、研究資源の効果的な活用に努めるとともに、自らの施設の廃止

措置等を確実に行うこと。また、技術力の維持・向上が図られ、研究開発の成果が十分に得ら

れるよう、自律的かつ創造的な研究開発環境の確保に努めるとともに、原子力分野の人材の

養成にも配慮し、大学、民間企業等との連携の推進に努めること。 

七 独立行政法人日本原子力研究開発機構への移行に当たっては、従業員の雇用の安定を含

め、これまで維持されてきた良好な労働関係に十分配慮すること。 

八 原子力に関する施策は、我が国のエネルギー政策や科学技術振興等の見地から重要な意

義を有することにかんがみ、その適切な推進に努めるとともに、国民的議論の継続による合意

形成、安全審査機能の強化・拡充、立地地域からの信頼の確保、実効性の高い防災体制の
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整備等に引き続き努めること。その際、原子力委員会や原子力安全委員会は、多様な国民の

意見や要望等を十分反映して、企画・審議等を行うこと。 

九 独立行政法人日本原子力研究開発機構の設立後においても、動燃改革の精神が維持・尊

重されるよう、今後とも、役職員の意識改革の推進、地元重視、広報活動の徹底等社会性の

ある運営を図るとともに、国際社会への貢献・協力にも努めること。 

  右決議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


